
                       

令 和 ５ 年 ４ 月 １ ７ 日 

 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 
 

一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、 

業務改善指導及び要請を行いました 
 

 

１．概要 

今般、一般送配電事業者において、漏えいを禁じられている新電力の顧客に係る

非公開情報が、関係の小売電気事業者側で閲覧可能となっており、実際に閲覧され

ていたことが判明しました。 

 

これを受け、電力・ガス取引監視等委員会においては事案解明作業を行っており

ましたが、各事案の事実関係を踏まえ、四国電力送配電株式会社及び沖縄電力株

式会社に対し業務改善指導を行いました。 

 

また、今般電気事業法上の不適切な行為が見られなかった北海道電力ネットワー

ク株式会社、北海道電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エ

ナジーパートナー株式会社、北陸電力送配電株式会社及び北陸電力株式会社につ

いても、本事案が一般送配電事業者の中立性・公正性に疑念を生じさせる重大な事

案であることを踏まえ、同種事案の発生を防止するために、不適切事象を発生させた

事業者に求められる措置に準じた措置を講じることが重要であると考えられるため、

ネットワーク事業監視課長名の要請を行いました。 

 

２．指導の概要 

（１）託送情報に係る情報システムの共用状態を速やかに（約３年以内を想定※）解

消する計画を立案し、提出すること。また、計画の実施状況を定期的に報告しつつ、

実施すること。 

※合理的な理由があり約３年以内に共用状態を解消することが困難である場合は、

その旨を記載すること。 

（２）行為規制の遵守は業務遂行の大前提であることを、現場を含めた社内で徹底し

意識改革を図るための内部統制の抜本的強化策を検討し、実施すること。 

（３）上記（１）及び（２）の勧告内容に係る改善計画が不十分であると認められる場合

においては、必要に応じて追加的な改善策を策定し、及び実施すること。 

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、四国電力送配電株式会社及び沖縄電

力株式会社に対し業務改善指導を、北海道電力ネットワーク株式会社、北海道電

力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株

式会社、北陸電力送配電株式会社及び北陸電力株式会社に対し要請を行いまし

た。 



                       

また、指導内容の実施状況について経済産業省のフォローアップに誠実に対応す

ること。 

（（１）について既にシステムの共用状態を解消している四国電力送配電株式会社を

除く。） 

 

３．要請の概要 

（１）託送情報に係る情報システムの共用状態を速やかに（約３年以内を想定※）解

消する計画を立案し、提出すること。また、計画の実施状況を定期的に報告しつつ、

実施すること。 

※合理的な理由があり約３年以内に共用状態を解消することが困難である場合は、

その旨を記載すること。 

（２）行為規制の遵守は業務遂行の大前提であることを、現場を含めた社内で徹底す

るために、内部統制体制の確認を実施すること。 

（３）上記（１）及び（２）の勧告内容に係る改善計画の十分性について協議の上、必要

に応じて追加的な改善策を策定し、及び実施すること。 

また、要請内容の実施状況について経済産業省のフォローアップに協力すること。 

（（１）について既にシステムの共用状態を解消している東京電力パワーグリッド株式

会社及び東京電力エナジーパートナー株式会社を除く。） 

 

４．関連資料 

一般送配電事業者の情報漏えい事案に関し、経済産業大臣に対する勧告を行いま

した 

 

 

 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

   電力・ガス取引監視等委員会事務局 

ネットワーク事業監視課長 鍋島 

担当者：福原、日髙、森野 

電 話：03-3501-1585（直通） 

https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/news/20230331001.html
https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/news/20230331001.html

